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【財務書類作成】①全体スケジュール

発行日：平成28年7月1日地方公会計ご担当者様へ

平成27年1月23日、総務省より「統一的な基準による地方公会計マニュアル」が公表され、平成27年

度から平成29年度までの3年間ですべての地方公共団体において財務書類等の作成を要請されていま

す。これを受けて各地方公共団体においては、平成27年度から開始固定資産台帳の整備を進めている

ところですが、平成28年度より財務書類の作成準備が始まってきます。

財務書類の作成は、事前の「財務書類作成のための導入準備」と、毎年の「財務書類作成」に分けら

れます。「財務書類作成の導入準備」では開始貸借対照表の作成や連結対象団体の確認など、毎期の

財務書類を作成するための、基準となる資料を作成していくこととなります。その後は、開始貸借対照表

をもとに、「毎期の財務書類作成」を行うことになります。平成29年度の財務書類を作成するため具体的

作業のスケジュールは以下のとおりです。

財務書類作成のためには、①固定資産データの整備、②公会計システム導入検討、③開始貸借
対照表の作成、④連結対象の選定と検証、⑤会計規則の制定などの準備が必要となります。これ
らの準備は、できれば平成28年度中に行った方がいいでしょう。まだ間に合います！

総務省の研究会報告書によると、決算年度の翌会計年度の概ね8月末までの作成と、その後の
検証を経て、9月末までの公表といった対応が望ましいとされています。

■平成28年度より財務書類の作成が本格化します！！

※固定資産台帳整備がまだ済んでいない地方公共団体においては、平成28年度中の固定資産台帳の整備
が必須となります。事前の「財務書類作成のための導入準備」と並行して進めるのがベターです。

Ｑ2.財務書類作成に向けてどんな準備をすればいいですか？

Ｑ3.財務書類はいつまでに作成して、いつまでに公表すればいいですか。

⇒次回は、『②導入準備』についてご説明していきます。
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Ｑ1.財務書類作成とは、具体的に何を作成すればいいですか？

財務書類とは、貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書の４つの書
類をいいます。これらの書類を自治体単独と関連団体を含めた連結で作成しなければなりません。
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